
 

【別紙２】 

 

 

【監理団体の許可の取消しの内容】 

１ 監理団体の許可の取消しを行った監理団体 

 （１）監理団体名：千葉農業技術協同組合 

 （２）代表者職氏名：代表理事 名雪 均 

 （３）所 在 地：千葉県旭市琴田 2707-46 

  

２ 処分等内容 

   技能実習法第 37 条第１項第１号の規定に基づき、令和２年６月 23 日をもって監理

団体の許可を取り消すこと。 

 

３ 処分等理由 

   外国の送出機関である TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY との間

で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して技能実習に係る契約の不履

行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締

結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは

認められず、技能実習法第 25 条第１項第８号の基準を満たさないため、同法第 37 条

第１項第１号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


